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１． 事業概要

①

処 理 区 数 　１処理区　・小島浄化センター

処 理 場 数 　１処理区　・小島浄化センター

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

　　集合処理区域の設定にあたっては、費用対効果を分析し、集合処理が適さない区域については、浄化槽
　設置整備事業により整備を進めるなど、経済的に有利な手法を採用し、最適化を目指すことを検討している。

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総
務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統
廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

 施　設

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

　平成20年11月1日
　　（供用開始後　18年）

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

　一部適用

処 理 区 域 内 人 口 密 度 2,216.67人/k㎡
流 域 下 水 道 等 へ の

接 続 の 有 無
　無

岬町下水道事業経営戦略

団 体 名 ： 岬町

事 業 名 ： 漁業集落排水事業

策 定 日 ：

（ 改 定 日 ） ：

計 画 期 間 ： ～
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②

1,993 円 1,993 円

1,993 円 1,993 円

1,993 円 1,993 円

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　同上

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　浴場汚水とは、公衆浴場法（昭和23年法律第139号）第１条に規定する公衆浴場から排出される汚水をいう。

令和４年度 令和４年度

令和５年度 令和５年度

令和６年度 令和６年度

 使　用　料

一 般 家 庭 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　基本料金有　従量制有（使用料量により　11段階の料金設定）

水量 1㎥につき

7㎥以上10㎥まで 92円

11㎥以上20㎥まで 103円

21㎥以上30㎥まで 115円

31㎥以上40㎥まで 126円

41㎥以上50㎥まで 138円

51㎥以上70㎥まで 161円

71㎥以上100㎥まで 184円

101㎥以上200㎥まで 207円

201㎥以上500㎥まで 230円

501㎥以上1,000㎥まで 276円

1,001㎥以上 322円

超過料金
区分

基本料金
（0㎥以上6㎥まで）

一般汚水 414円

水量 1㎥につき

0㎥以上200㎥まで 26円

201㎥以上 27円

超過料金
区分

基本料金
（0㎥以上6㎥まで）

浴場汚水 0円
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③

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

民 間 活 用 の 状 況

資 産 活 用 の 状 況

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ 　なし

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

　なし

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）*5

　なし

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

 組　織

職 員 数

　理事　　　　　　 1人
　課長兼係長　　1人
　主幹兼係長　  1人
　係員　　　　 　　1人

事 業 運 営 組 織 　岬町都市整備部下水道課

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

　　漁業集落排水処理施設の維持管理業務を民間業者に委託し、
　民間の専門性を活かした施設の適正管理に努めている。

 イ　指定管理者制度 　なし
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（３）

２． 将来の事業環境

（１）

　【予測】岬町人口ビジョンより
　
　令和7年度　　13,436人
　
　令和12年度　12,107人
　
　令和17年度　10,813人
　
　令和22年度　9,561人
　
　令和27年度　8,379人
　
　令和32年度　7,296人

経営比較分析表は別紙のとおり。

　経常収支比率は112.45％(令和6年度末)と100%を越えた水準にあるが、経費回収率は26.39％(令和6年度末)であり、事業単独での採算確保は難し
く、一般会計からの繰入金に頼った経営状態にある。漁業集落排水事業の特性上、独立採算は今後も難しいが類似団体と比較しても低い状況であ
り、今後も人口減少や物価高騰といった厳しい経営環境が予測されるため、段階的に経費回収率を向上させる取組みが必要である。

 町内人口の予測

 経営比較分析表を活用した現状分析

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。
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（２）

（３）

　【予測】町内人口の減少に伴い緩やかに減少していく見込み

　令和7年度       12,324㎥

　令和12年度　   11,152㎥

　令和17年度　　 10,010㎥

　【予測】人口や有収水量の減少により、使用料収入も減少する見込み

　令和7年度      1,276,064円

　令和12年度　　1,154,738円

　令和17年度　　1,036,482円

 有収水量の予測

 使用料収入の見通し
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（４）

（５）

３． 経営の基本方針

　小島浄化センターの修繕箇所が増加傾向にある。費用対効果を鑑み、適宜、維持修繕を実施していく見通し。

　現状の組織体制を維持する見込みであるが、業務の効率化を継続的に目指し、適正な人員配置に努める。

 施設の見通し

 組織の見通し

　総合計画では、「みんなでつくる恵み豊かな温もりのまち"みさき"」を将来像として定め、当町の下水道事業は、総合計画の施策の基本方針の1つで
ある「安心・安全な暮らしを守る施策を進めます」に位置付けられています。
　本経営戦略では、総合計画における将来像や基本方針を踏まえ、基本理念を「安全・安心で快適な暮らしと水環境を守る下水道」と定めました。
　この基本理念を実現するため、「安全・安心を守る」、「快適な暮らしを守る」、「水環境を守る」の3つを基本方針として定めました。

1.「安全・安心を守る」
　下水道が有する汚水の収集・処理の機能を平常時はもとより、大規模災害時においても持続的に提供するために、老朽化した管渠等の適切な維持
管理の推進に取り組みます。

2.「快適な暮らしを守る」
　下水道は快適な生活を享受する上で不可欠な施設であるが、人口減少及び節水機器の普及等による使用料収入減少等により、経営環境は今後厳
しくなると予想されます。このような環境変化を踏まえ、当町では、企業会計の導入や効率的な下水道整備を推進することにより、公共サービスとして持
続的な経営が出来るように取り組みます。

3.「水環境を守る」
　下水道は、その整備に伴い、トイレの水洗化率が向上し、公衆衛生が確保されるとともにこれら公共用水域の水質が改善されてきました。今後も、未
普及地域での下水道整備や広報等による水洗化率の向上に取り組みます。
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４． 投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②

目 標
　〇投資の目標に関する事項
　　令和17年度末下水道人口普及率98.5％を目標とする。

〇老朽管対策
　布設後50年(耐用年数)を経過した汚水管はないが、将来的に更新投資が集中しないように計画的な老朽菅対策を実施していく。

〇投資の平準化
　建設改良費については、投資額が突出した年度がないように計画的な更新投資を努める。

 収支計画のうち財源についての説明

目 標
　〇財源の目標に関する事項
　　計画期間内における経常収支比率100％及び経費回収率6％の達成を目標とする。

　国庫補助金や地方債を最大限に活用することで住民負担の軽減及び負担の平準化に努める。

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明
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③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３） 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

* 処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

* （１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

その他の取組 　なし。

〇職員給与費に関する事項
　最新の予算額を基準に算出を行っている。
〇動力費に関する事項
　最新の予算額を基準に算出を行っている。
〇修繕費に関する事項
　過去5年間における決算額の平均により算出を行っている。
〇委託費に関する事項
　最新の予算額を基準に算出を行っている。
〇その他
　過去5年間における決算額の平均により算出を行っている。また、平均値が実態と乖離する場合は、最新の決算額及び予算額を基準に算出を行行っ
ている。
〇全般
　各費目について、物価上昇率及び賃金上昇率を加味して算出を行っている。

（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取
組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

広域化・共同化・最適化に関する事項 　なし。

投資の平準化に関する事項 　なし。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

　なし。
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②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

その他の取組 　水洗化率向上のため、広報等による取り組みに努める。

職員給与費に関する事項
　職員数については、今後の行政需要を踏まえながら、効率的な業務体制を構築し、
適正な職員数の確保に努める。

動力費に関する事項 　今後の更新に合わせて省エネ機器の導入等を検討し、動力費の抑制に努める。

薬品費に関する事項
　近隣市町村類似団体の実績と比較するなど常に情報収集に努め、経費削減の方策
を検討していきます。

修繕費に関する事項
　定期的に調査・点検を実施し、効率的な修繕を実施することで、重大な故障等を未
然に防ぎ、突発的な修繕費の抑制に努めてまいります。

委託費に関する事項
　日々の業務の中で新たに委託できるものはないか検討し、事務の効率化、経費の削
減に努める。

使用料の見直しに関する事項
　令和6年度から地方公営企業法の財務適用を実施し、経営の見える化を図ってい
る。法適用による効果としてコストの分析ができ次第、使用料適正化に向けて見直しを
検討する。

資産活用による収入増加
の取組について

　現時点で活用できる資産はない。今後資産活用事例がある場合は検討する。

その他の取組
　投資的経費に充当する財源については、国庫補助金・企業債・受益者負担とともに、
資産状況を把握し、下水道事業を継続的に経営できるよう、一般会計部局と緊密な連
携を行う。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど）

　民間活力の活用は、未検討であるが、近隣市町の情報を得ながら、検討体制の整備
に務める。
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５． 経費回収率向上に向けたロードマップ

６． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、 改 定 等 に 関 す る 事 項

　　経営戦略で試算した内容については、将来的に実績との間にある程度の乖離が発生することが
　想定されるほか、社会状況の変化等により、当初の見通しから大きく乖離することも考えられます。
　このため、経営戦略については、計画期間の中間点である令和12年度において検証を行い、見
　直し（ローリング）を行うこととします。また、毎年度の進捗管理（モニタリング）を行い、乖離が著し
　い場合には随時見直しを行います。

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

使用料 改定検討

接続促進

経費削減

経営戦略 改定

経費回収率 9% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

経常収支比率 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

経営戦略計画期間

その他経営改善

業績目標
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大阪府　岬町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

法適用 下水道事業 漁業集落排水 H2 非設置 14,295 49.18 290.67 ■ 当該団体値（当該値）

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 処理区域内人口(人) 処理区域面積(km

2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
) － 類似団体平均値（平均値）

- 62.45 0.95 103.63 1,990 133 0.06 2,216.67 【】 令和6年度全国平均

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

経営比較分析表（令和6年度決算）

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

2. 老朽化の状況について

2. 老朽化の状況

全体総括

※令和6年度より地方公営企業法を一部適用したため、令和5
年度以前の数値は表示されません。

①経常収支比率が100％を上回っているが、現状は、収益
の主である排水処理施設使用料は大阪府内でも低いため、費
用の一部しか賄えておらず、不足分については一般会計から
の繰入金に依存している状況です。

③④流動比率が類似団体平均値と比べて低く、企業債残高
対事業規模比率が類似団体平均値と比べて高い理由は、排水
処理施設使用料が低く、現預金が少ないため、また、過去の
排水処理施設への投資や事業費を補うために借り入れた企業
債残高が多く償還金も大きいためです。

⑤経費回収率は100％を下回っており、下水道使用料で汚
水処理費を賄えていない状況です。本要因は、前述のとおり
排水処理施設使用料が低く、費用の一部しか賄えていないこ
と、また、地方公営企業法一部適用に伴い、算出数値の違い
などにより汚水処理原価が増加したことなどが考えられま
す。

⑥汚水処理原価については、一般会計より分流式下水道等
に要する経費を受け入れているため、類似団体平均値よりも
低い数値となっています。

⑦施設利用率は、類似団体平均値と比べて高いが、今後は
人口減少に伴い減少傾向に転じる恐れがあります。

⑧水洗化率については、類似団体平均値と比べて高いが、
水洗便所改造資金補助金、融資あっせん及び利子補助制度等
により水洗化率向上に努めています。

※令和6年度より地方公営企業法を一部適用したた
め、令和5年度以前の数値は表示されません。

①有形固定資産減価償却率については、地方公
営企業法適用後初年度のため、類似団体平均値よ
りも低くなっています。

②③本町では平成20年に建設した施設のため、
老朽化している箇所は特に見られません。

　本町の漁業集落排水事業は、令和6年度より地方
公営企業法を一部適用し、公営企業会計に移行し
たが収支均衡を保つために移行後も一般会計から
の繰入金に頼る状況にあります。
　今後は新たな財務諸表を通して経営状況を明確
に把握できるようになるとともに、令和2年度に策
定した「経営戦略」の改定も予定しており、これ
らに基づき、より計画的な建設・更新工事、排水
処理施設の効率的な維持管理、費用対効果を踏ま
えた経費の節減など経営の効率化に努め、繰入金
に依存しすぎない健全な経営を目指していきま
す。
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②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【104.55】 【84.87】 【71.46】 【1,223.19】

【80.97】【30.09】【462.49】【37.21】

【26.63】 【0.00】 【0.00】
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様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 1,338 1,357 1,346 1,227 1,203 1,179 1,156 1,131 1,107 1,083 1,060 1,037
(1) 1,338 1,356 1,345 1,226 1,202 1,178 1,155 1,130 1,106 1,082 1,059 1,036
(2) (B)
(3) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
２． 22,123 32,177 39,055 39,626 38,557 36,817 36,409 36,647 36,887 37,107 36,765 34,722
(1) 13,936 23,989 31,350 31,982 31,314 31,566 31,810 32,048 32,288 32,508 32,166 30,123

13,936 23,989 31,350 31,982 31,314 31,566 31,810 32,048 32,288 32,508 32,166 30,123

(2) 8,187 8,187 7,704 7,644 7,243 5,251 4,599 4,599 4,599 4,599 4,599 4,599
(3) 1 1

(C) 23,461 33,534 40,401 40,853 39,760 37,996 37,565 37,778 37,994 38,190 37,825 35,759
１． 17,939 27,410 33,005 33,155 32,808 29,855 29,080 29,296 29,514 29,733 29,954 30,179
(1) 813 9,232 9,403 9,534 9,659 9,775 9,882 9,981 10,080 10,182 10,283 10,386

5,048 5,200 5,273 5,342 5,406 5,465 5,520 5,575 5,631 5,687 5,744

813 4,184 4,203 4,261 4,317 4,369 4,417 4,461 4,505 4,551 4,596 4,642
(2) 4,078 5,092 11,253 11,364 11,477 11,592 11,706 11,823 11,942 12,059 12,179 12,301

970 925 974 983 993 1,003 1,013 1,023 1,034 1,044 1,054 1,065
307 461 5,700 5,757 5,815 5,873 5,931 5,991 6,051 6,111 6,172 6,234

2,801 3,706 4,579 4,624 4,669 4,716 4,762 4,809 4,857 4,904 4,953 5,002
(3) 13,048 13,086 12,349 12,257 11,672 8,488 7,492 7,492 7,492 7,492 7,492 7,492
２． 2,924 2,511 2,777 2,594 2,408 2,217 2,023 1,824 1,622 1,415 1,206 1,015
(1) 2,480 2,511 2,333 2,150 1,964 1,773 1,579 1,380 1,178 971 762 571
(2) 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444

(D) 20,863 29,921 35,782 35,749 35,216 32,072 31,103 31,120 31,136 31,148 31,160 31,194
(E) 2,598 3,613 4,619 5,104 4,544 5,924 6,462 6,658 6,858 7,042 6,665 4,565
(F)
(G) 44 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
(H) △ 44 △ 30 △ 30 △ 30 △ 30 △ 30 △ 30 △ 30 △ 30 △ 30 △ 30 △ 30

2,554 3,583 4,589 5,074 4,514 5,894 6,432 6,628 6,828 7,012 6,635 4,535
(I) 2,554 6,137 10,726 15,800 20,314 26,208 32,640 39,268 46,096 53,108 59,743 64,278
(J) 1,833 1,913 2,570 3,497 3,497 3,497 3,497 3,497 3,497 3,497 3,497 3,497

226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226
(K) 11,898 12,075 12,256 12,440 12,629 12,821 13,018 13,219 13,403 13,025 10,926 8,879

8,401 8,578 8,759 8,943 9,132 9,324 9,521 9,722 9,906 9,528 7,429 5,382

2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 1,338 1,357 1,346 1,227 1,203 1,179 1,156 1,131 1,107 1,083 1,060 1,037

(N)

(O)

(P)

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他
収 入 計

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用
支 払 利 息
そ の 他
支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)
特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出
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様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

(A)

(B)

(C)

１． 935

２． 8,228 8,401 8,578 8,759 8,943 9,132 9,324 9,521 9,722 9,906 9,528 7,429

３．

４．

５．

(D) 9,163 8,401 8,578 8,759 8,943 9,132 9,324 9,521 9,722 9,906 9,528 7,429

(E) 9,163 8,401 8,578 8,759 8,943 9,132 9,324 9,521 9,722 9,906 9,528 7,429

１． 4,861 4,899 4,645 4,613 4,429 3,237 2,893 2,893 2,893 2,893 2,893 2,893

２． 4,217 3,502 3,933 4,146 4,514 5,895 6,431 6,627 6,828 7,013 6,634 4,536

３．

４． 85

(F) 9,163 8,401 8,578 8,759 8,943 9,132 9,324 9,520 9,721 9,906 9,527 7,429

1 1 1

(G)

(H) 111,247 102,846 94,268 85,509 76,566 67,434 58,110 48,589 38,868 28,961 19,434 12,005

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

13,936 23,989 31,350 31,982 31,314 31,565 31,810 32,048 32,288 32,509 32,166 30,123

7,605 7,376 7,227 7,015 6,648 5,267 4,732 4,536 4,336 4,132 3,926 3,737

6,331 16,613 24,123 24,967 24,666 26,298 27,078 27,512 27,952 28,377 28,240 26,386

13,936 23,989 31,350 31,982 31,314 31,565 31,810 32,048 32,288 32,509 32,166 30,123

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

補

塡

財

源

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出
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